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 当所４号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、定格熱出力一定運転中

ですが、平成 19 年７月２日、３，４号機共通の起動用電源の点検準備作業を実施し

ていたところ、本日午前７時 51 分頃、誤って４号機の非常用電源の制御電源を切っ

てしまいました。 

 このため、４号機の非常用電源に負荷としてつながっている低圧注水系＊１（Ａ系）、

低圧炉心スプレイ系＊２および非常用ディーゼル発電機（Ａ系）が動作可能な状態に

ないことから、本日午前８時 13 分、保安規定第 39 条および第 60 条に定める「運転

上の制限」＊３を満足していないと判断いたしました。また、復旧手順を確認してい

たところ、非常用ディーゼル発電機計装が動作可能な状態にないことを確認したこ

とから、本日午後０時 10 分、保安規定第 27 条に定める「運転上の制限」を満足し

ていないと判断いたしました。 

保安規定にもとづき、要求される措置＊４を実施していましたが、４号機の非常用

電源の制御電源を復旧したことから、本日午後０時 51 分、「運転上の制限」を逸脱

している状態から復帰いたしました。 

 

今後、原因について詳細な調査を行います。 

 

本事象による外部への放射能の影響はありません。 

 

以 上 

 

＊１：低圧注水系 

   非常時に原子炉水位を維持する系統（Ａ系，Ｂ系，Ｃ系の３系統ある）。 

＊２：低圧炉心スプレイ系 

   非常用炉心冷却系の１つで、原子炉水位が異常に低下した場合に、原子炉内に水を

補給するための系統。 

＊３：「運転上の制限」 

   保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しな

い場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合に

は、要求される措置に基づき対応することになっている。 

    保安規定第 39 条は、非常用炉心冷却系について以下の機能が健全であることを確

認することとなっている。 

   ・低圧注水系 

   ・低圧炉心スプレイ系 

 



保安規定第 60 条は、非常用ディーゼル発電機（Ａ系，Ｂ系）、高圧炉心スプレイ

系用ディーゼル発電機および原子炉隔離時冷却系の機能が健全であることを確認す

ることとなっている。 

    保安規定第 27 条は、非常用ディーゼル発電機計装の機能が動作可能であることを

確認することとなっている。 

＊４：要求される措置 

  低圧注水系２系統（Ｂ系，Ｃ系）、非常用ディーゼル発電機（Ｂ系）、高圧炉心スプ

レイ系用ディーゼル発電機および原子炉隔離時冷却系について動作確認をしていた

が、低圧注水系２系統（Ｂ系，Ｃ系）の動作を確認したところで、４号機の非常用

電源の制御電源が復旧できたため、「運転上の制限」を逸脱している状態から復帰し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


